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令和５・６年度 建設工事入札参加資格審査申請書提出要領（追加申請） 

 

 令和５・６年度において尾道市及び尾道市上下水道局が発注する建設工事の入札参加を希望する場合は、

原則電子申請システムを利用し、次のとおり申請をしてください。 

 

物品購入、業務委託等（建設関連業務を除く）の入札に参加を希望する人の受付は、財政課用度係が

行います。（詳細は市ホームページをご確認ください。） 

 

１ 申請資格 

 

次の各号に該当する人は、入札参加資格審査の申請をすることができません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者 

（２）申請しようとする業種について、建設業法第３条第１項の規定による許可を受けていない者 

（３）申請しようとする業種について、建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査を受けて

いない者 

（４）前号の経営事項審査において、申請しようとする業種について、工事種類別年間平均完成工事高がな

い者 

（５）次のアからウまでに掲げる届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。） 

ア 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務 

  イ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条による届出の義務 

  ウ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務 

（６）申請時に尾道市に納付すべき市税の滞納がある者（無申告法人を含む。）、並びに国に納付すべき消費

税及び地方消費税の滞納がある者 

（７）経営事項審査又は入札参加資格審査の申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要

な事実の申告を行わなかった者（過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく処分又は

尾道市の入札参加資格の取消しをされた者で資格審査の申請日において当該取消しの日から２４か月を

経過している者を除く。） 

（８）プレストレストコンクリート工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格審査の申請にあっ

ては、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格審査の

申請を行っていない者 

（９）申請しようとする業種について、申請日時点において、既に令和５・６年度の入札参加資格の認定を 

受けている者 

（１０）申請しようとする業種について、令和５・６年度に入札参加資格の取消しを受けた者または取下げ

を行った者（許可の失効等により当該業種の入札参加資格が失効した者が許可を再取得した場合は除く） 

 

建設工事等入札参加資格者指名除外基準要綱により、尾道市の指名除外の期間中である者も入札参

加資格の申請はできますが、資格認定を受けた場合も指名除外の効力は継続します。 

 

２ 受付期間 

 

令和５・６年度の追加申請の受付は次の期間中、随時行います。（電子申請、書面申請共通） 

 

令和５年 ４月１１日（火）～ 令和６年 ９月１７日（火） 

・毎月１５日（※）までの受付分を翌々月１日頃認定します。 

※１５日が閉庁日の場合は翌開庁日まで受付します 
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３ 受付場所 

 

尾道市役所３階 契約課事務室 

 

４－１ 申請方法（広島県電子入札等システムで申請する場合：電子申請） 

 

広島県電子入札等システムの「資格審査受付システム」により申請を行い、提出書類を受付期間内に尾道

市建設部契約課契約係（〒722‐8501 尾道市久保 1－15－1）へ、持参又は郵送してください。 

 

電子申請を行う人は、広島県電子自治体推進協議会のホームページで入札参加資格審査電子申請の手引き

等をご確認ください。ホームページアドレスは、

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k02/k02nyusatu-sinsei.html です。 

 

※電子入札等システムの利用者登録をしている場合は、原則として「電子申請」をお願い

します。 
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４－２ 提出書類（電子申請） 

 

「○」は提出が必要、「△」は該当者のみ提出が必要、「―」は提出が不要、を示しています。 

次の書類を尾道市へ提出してください。【電子申請】 

番

号 
提出書類 備考 市内業者 市外業者 

１ 送信完了兼受付票 電子申請を完了した際に印刷した書類。 ○ ○ 

2-1 
経営事項審査の総合評定値

通知書（写し） 

建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第

１４号）第２１条の４の総合評定値通知書

の写し。注１） 

○ ○ 

2-2 
社会保険加入状況が確認で

きる書類 

2-1 の通知書において「雇用保険加入の有

無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年

金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」

となっている場合、当該保険への加入が確

認できる書類を提出してください。すべて

が「有」又は「除外」である場合は不要で

す。注２） 

△ △ 

3 建設業許可通知書（写し） 
 更新中の場合は、それを証する書類の写

しを提出してください。注３） 
○ ○ 

4 

委任先となる支店・営業所等

の許可業種が確認できる書

類 

委任がある場合に提出。建設業の許可申請

における別紙二（２）の写しなど、委任先

の営業所等が現在許可を有している業種

が確認できるもの。委任がある場合、委任

先の営業所等が許可を有している業種の

み申請できます。 

△ △ 

5 委任状（指定様式なし） 

委任がある場合に提出してください。委任

を受けている項目（入札、見積、契約締結、

代金受領等）を明記してください。 

△ △ 

6 工事経歴書 

希望業種別に、直近２年間に施工した主な

工事の実績について作成してください。 

※経営事項審査申請の際に添付した様式

第２号（工事経歴書）の写しで可。 

○ ― 

7-1 
有資格区分コード別技術職

員名簿 

申請日現在の技術者について技術職員資

格区分コード（Ｐ１０～）を参照し、希望

業種に係る上位の資格を記入してくださ

い。 

○ ― 

7-2 

監理技術者資格者証（写し）

監理技術者講習修了証（写

し） 

監理技術者がいる市内業者は、両方とも提

出してください。 
△ ― 

8 専任技術者証明書（写し） 

所管官庁の受付・確認済みのもので本店

（委任がある場合は委任先の支店・営業

所）の専任技術者が確認できるもの。 

※建設業更新許可申請時に添付した様式

第８号（専任技術者証明書）の写しで可。 

○ ― 
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9 尾道市税納税証明書（原本） 

尾道市に納税義務のある者のみ。 

尾道市に納付すべき市税の完納を証明し

たもの。 注４） 注５）  

○ △ 

10 

消費税及び地方消費税の納

税証明書（写し可） 

※電子納税証明書をシステ

ムで添付する場合は書面の

提出は不要 

（その３ 未納の税額のないこと用）によ

る納税証明書（その３の２又はその３の３

でも可） 

免税業者であっても（その３）は発行され

ます。 注４） 

○ ○ 

11 誓約書  ○ ○ 

 

次の書類は綴じ込まないでください。 

12 受付票（電子申請用） 尾道市ホームページに記載の様式。 ○ ○ 

13 委任先調書 委任がある場合に提出してください。 △ △ 

14 ８４円切手 入札参加資格認定通知書の送付用。 ○ ○ 

15 返信用封筒 

受付票の返送が必要な場合は、上記 14 と

は別に宛先を記載し、切手を貼り付けた封

筒を提出してください。 

△ △ 

 

注１）審査基準日が、申請日の１年７か月前の日以降のものを提出してください。 

注２）「保険への加入が確認できる書類」とは次のとおりです。 

① 雇用保険 

    概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面、労働保険概算・確定保険料申告書、  雇

用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証（被保険者のうち、建設業に従事する職

員全員分）のいずれかの写し 

② 健康保険及び厚生年金保険 

    保険料を納付したことを証する書面、被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書、被保険者報

酬月額算定基礎届のいずれかの写し 

注３）更新中の場合は、直近に申請した受付印のある建設業許可申請書（別記様式第 1号及び別表）の写し。 

注４）申請日の３か月前の日以降に発行されたものを提出してください。 

注５）尾道市税納税証明書の交付ができる場所は、本庁舎２階収納課収納管理係もしくは各支所の納税証明

窓口です。代理人が請求する場合は委任状等が必要です。本人または代理人であることを確認できる書

類を持参してください。法人の証明が必要な場合は、代表者印（職印）の押印が必要です。また２週間

以内に納付されたものがある場合は、領収書や通帳など納付確認ができるものをお持ちください。 

※ 申請書は、提出日現在の内容で作成してください。 

※ 提出書類は原則Ａ４版とし、写しを提出するものについてはＡ４に大きさを揃えてください。 

※ 尾道市へ提出する書類のつづり方･･･ 紐綴じ 

 

５－１ 申請方法（書面で申請する場合：書面申請） 

 

入札参加資格審査申請書（様式第１号）とその電子データを保存したＣＤを添付書類と併せて提出してく

ださい。 

市内業者については、持参のみ受け付けます。（市外業者は郵送も可） 
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５－２ 提出書類（書面申請） 

 

「○」は提出が必要、「△」は該当者のみ提出が必要、「―」は提出が不要、を示しています。 

 

次の書類を尾道市へ提出してください。【書面申請】 

番

号 
提出書類 備考 市内業者 市外業者 

1-1 
入札参加資格審査申請書 

（書面） 
様式第１号。 ○ ○ 

1-2 
入札参加資格審査申請書 

（ＣＤ） 

上記の電子データを保存したＣＤを提

出。（Ｐ７参照） 

商号・名称を記入してください。 

○ ○ 

2-1 
経営事項審査の総合評定値通

知書（写し） 

建設業法施行規則（昭和２４年建設省令

第１４号）第２１条の４の総合評定値通

知書の写し。 注１） 

○ ○ 

2-2 
社会保険加入状況が確認でき

る書類 

2-1 の通知書において「雇用保険加入の有

無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生

年金保険加入の有無」の欄のいずれかが

「無」となっている場合、当該保険への

加入が確認できる書類を提出してくださ

い。 

すべてが「有」又は「除外」である場合

は不要。 注２） 

△ △ 

３ 
建設業許可通知書（写し）又

は建設業許可証明書（写し） 

更新中の場合は、それを証する書類の写

しを提出。 注３） 
○ ○ 

４ 
委任先となる支店・営業所等

の許可業種が確認できる書類 

委任がある場合に提出してください。 

建設業の許可申請における営業所一覧表

の写しなど、委任先の営業所等が現在許

可を有している業種が確認できるもの。 

委任がある場合、委任先の営業所等が許

可を有している業種のみ申請できます。 

△ △ 

５ 委任状（指定様式なし） 

委任がある場合に提出してください。 

委任を受けている項目（入札、見積、契

約締結、代金受領等）を明記してくださ

い。 

△ △ 

６ 工事経歴書 

希望業種別に、直近２年間に施工した主

な工事の実績について作成してくださ

い。 

※経営事項審査申請の際に添付した様式

第２号（工事経歴書）の写しで可。 

○ ― 

7-1 
有資格区分コード別技術職員

名簿 

申請日現在の技術者について技術職員資

格区分コード（Ｐ１０～）を参照し、希

望業種に係る上位の資格を記入してくだ

さい。 

○ ― 
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7-2 
監理技術者資格者証（写し） 

監理技術者講習修了証（写し） 

監理技術者がいる市内業者は、両方とも

提出してください。 
△ ― 

８ 専任技術者証明書（写し） 

所管官庁の受付・確認済のもので本店（委

任がある場合は委任先の支店・営業所）

の専任技術者が確認できるもの。 

※建設業更新許可申請時に添付した様式

第８号（専任技術者証明書）の写しで可。 

○ ― 

９ 尾道市税納税証明書（原本） 

尾道市に納税義務のある者のみ。 

尾道市に納付すべき市税の完納を証明し

たもの。 注４） 注５）  

○ △ 

10 
消費税及び地方消費税の納税

証明書（写し可） 

（その３ 未納の税額のないこと用）に

よる納税証明書（その３の２又はその３

の３でも可） 

免税業者であっても（その３）は発行さ

れます。 注４） 

○ ○ 

11 誓約書  ○ ○ 

 

次の書類は綴じ込まないでください。 

12 受付票（書面申請用）  ○ ○ 

13 委任先調書 委任がある場合に提出してください。 △ △ 

14 ８４円切手 入札参加資格認定通知書の送付用。 ○ ○ 

15 返信用封筒 

受付票の返送が必要な場合は、上記 14 と

は別に宛先を記載し、切手を貼り付けた封

筒を提出してください。 

△ △ 

 

注１）審査基準日が、申請日の１年７か月前の日以降のものを提出してください。 

注２）「保険への加入が確認できる書類」とは次のとおりです。 

① 雇用保険 

    概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面、労働保険概算・確定保険料申告書、雇用

保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証（被保険者のうち、建設業に従事する職員

全員分）のいずれかの写し 

② 健康保険及び厚生年金保険 

    保険料を納付したことを証する書面、被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書、被保険者報

酬月額算定基礎届のいずれかの写し 

注３）更新中の場合は、直近に申請した受付印のある建設業許可申請書（別記様式第 1号及び別表）の写し。 

注４）申請日の３か月前の日以降に発行されたものを提出してください。 

注５）尾道市税納税証明書の交付ができる場所は、本庁舎２階収納課収納管理係もしくは各支所の納税証明

窓口です。代理人が請求する場合は委任状等が必要です。本人または代理人であることを確認できる書

類を持参してください。法人の証明が必要な場合は、代表者印（職印）の押印が必要です。また２週間

以内に納付されたものがある場合は、領収書や通帳など納付確認ができるものをお持ちください。 

※ 申請書は、提出日現在の内容で作成してください。 

※ 提出書類は原則Ａ４版とし、写しを提出するものについてはＡ４に大きさを揃えてください。 

※ 書類のつづり方･･･ 紐綴じ 
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＜書面申請におけるＣＤの作成について＞ 

書面申請を行う人は、申請書（様式第１号）の内容を保存したＣＤを作成する必要があります。 

  尾道市のホームページから申請書の様式をダウンロードし、必要事項を入力・印刷後に、ファイル名を

「申請書（商号又は名称）」に修正してＣＤへ保存してください。（ファイル形式及びシート名は変更しな

いでください。） 

      ファイル名の変更例：株式会社尾道組の場合 ⇒ 申請書（尾道組）         

１ 申請書（書面）の内容と、ＣＤに保存したデータの内容は、必ず一致させてください。 

２ ＣＤの中に上記以外のファイル・フォルダ等を保存・作成しないでください。 

３ 提出したＣＤのデータが破損している場合があります。その場合は、再度ＣＤを提出していただく

ことがありますので、必ず提出したデータの控えを保存しておいてください。 

４ 申請書の申請日には、提出日を記入してください。郵送により申請する場合は、発送日を提出日と

してください。 

５ 提出の際は、必ずウィルスチェックを行ってください。 

 

６ 資格の通知 

 

入札参加資格を認定したときは、認定通知書を送付します。 

 

７ 資格の取消し 

 

入札参加資格の認定後、経営事項審査又は入札参加資格の申請において、重要な事項について虚偽の申告

をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合は、入札参加資格の取消しを行います。 

入札参加資格の取消しを受けた人は、令和５年度及び令和６年度において再び入札参加資格審査の申請を

することができません。また、令和７年度以降においても、その取消しの日から２４か月を経過する日まで

は、入札参加資格審査の申請をすること及び入札参加資格の認定を受けることができません。 

 

８ 資格の有効期間 

 

当該資格が認定された日から令和７年３月３１日までとします。ただし、この資格は令和７年４月１日以

降においても令和７年度の入札参加資格が認定される日までは有効とします。 

 

９ 問い合わせ先・郵送先 

 

〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目１５番１号 

      尾道市建設部契約課契約係  電話（０８４８）３８－９２８２ 
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大臣・知事コード一覧 

００ 国土交通省 ０８ 茨 城 県 １６ 富 山 県２４ 三 重 県 ３２ 島 根 県 ４０ 福 岡 県 

０１ 北 海 道 ０９ 栃 木 県 １７ 石 川 県２５ 滋 賀 県 ３３ 岡 山 県 ４１ 佐 賀 県 

０２ 青 森 県 １０ 群 馬 県 １８ 福 井 県２６ 京 都 府 ３４ 広 島 県 ４２ 長 崎 県 

０３ 岩 手 県 １１ 埼 玉 県 １９ 山 梨 県２７ 大 阪 府 ３５ 山 口 県 ４３ 熊 本 県 

０４ 宮 城 県 １２ 千 葉 県 ２０ 長 野 県２８ 兵 庫 県 ３６ 徳 島 県 ４４ 大 分 県 

０５ 秋 田 県 １３ 東 京 都 ２１ 岐 阜 県２９ 奈 良 県 ３７ 香 川 県 ４５ 宮 崎 県 

０６ 山 形 県 １４ 神奈川県 ２２ 静 岡 県３０ 和 歌 山 県 ３８ 愛 媛 県 ４６ 鹿 児 島 県 

０７ 福 島 県 １５ 新 潟 県 ２３ 愛 知 県３１ 鳥 取 県 ３９ 高 知 県 ４７ 沖 縄 県 
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申請を希望できる資格区分及び許可を受けていることが必要な建設業の種類 

入札参加資格の区分 許可を受けていることが必要な建設工事の種類 

土木一式工事 土木一式工事 

プレストレストコンクリート工事 土木一式工事 

建築一式工事 建築一式工事 

大工工事 大工工事 

左官工事 左官工事 

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート工事 

法面処理工事 とび・土工・コンクリート工事 

石工事 石工事 

屋根工事 屋根工事 

電気工事 電気工事 

管工事 管工事 

タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事 

鋼構造物工事 鋼構造物工事 

鋼橋上部工事 鋼構造物工事 

鉄筋工事 鉄筋工事 

舗装工事 舗装工事 

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 

板金工事 板金工事 

ガラス工事 ガラス工事 

塗装工事 塗装工事 

防水工事 防水工事 

内装仕上工事 内装仕上工事 

機械器具設置工事 機械器具設置工事 

熱絶縁工事 熱絶縁工事 

電気通信工事 電気通信工事 

造園工事 造園工事 

さく井工事 さく井工事 

建具工事 建具工事 

水道施設工事 水道施設工事 

消防施設工事 消防施設工事 

清掃施設工事 清掃施設工事 

解体工事 解体工事 
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技術職員資格区分コード表 

 

 
  

 

 有資格区

分コード 
資格区分 

 

 001 法第７条第２号イ該当（指定学科卒＋実務経験） 【大学卒３年、高校卒５年】  

 002 法第７条第２号ロ該当（１０年の実務経験）   

 003 法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等）（大臣特認）  

 004 法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等）（大臣特認）  

 005 令第２８条該当  

 

○「建設業法」に基づく資格 

 

 有資格区

分コード 
資格区分 

 

 111 一級建設機械施工技士  

 212 二級建設機械施工技士（第１種～第６種）  

 113 一級土木施工管理技士  

 214 二級土木施工管理技士（土木）  

 215 二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）  

 216 二級土木施工管理技士（薬液注入）  

 120 一級建築施工管理技士  

 221 二級建築施工管理技士（建築）  

 222 二級建築施工管理技士（躯体）  

 223 二級建築施工管理技士（仕上げ）  

 127 一級電気工事施工管理技士  

 228 二級電気工事施工管理技士  

 129 一級管工事施工管理技士  

 230 二級管工事施工管理技士  

 131 一級電気通信工事施工管理技士  

 232 二級電気通信工事施工管理技士  

 133 一級造園施工管理技士  

 234 二級造園施工管理技士  

 

○「建築士法」に基づく資格 

 

 有資格区

分コード 
資格区分   

 

 137 一級建築士  

 238 二級建築士  

 239 木造建築士  

    

 

 

 

 



 - 11 - 

○「技術士法」に基づく資格 

 有資格区

分コード 
資格区分 

 

 141 建設・総合技術監理（建設）  

 142 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造及びコンクリート」）  

 143 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）  

 144 電気電子・総合技術監理（電気電子）  

 145 機械・総合技術監理（機械）  

 146 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」）  

 147 上下水道・総合技術監理（上下水道）  

 148 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）  

 149 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）  

 150 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）  

 151 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）  

 152 衛生工学・総合技術監理（衛生工学）  

 153 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）  

 154 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」）  

    

○「電気工事士法」，「電気事業法」に基づく資格  

 有資格区

分コード 
資格区分  （資格の取得後に必要な実務経験年数） 

 

 155 第一種電気工事士  

 256 第二種電気工事士                            （３年）  

 258 電気主任技術者（第一種～第三種）                    （５年）  

    

○「電気通信事業法」に基づく資格  

 有資格区

分コード 
資格区分  （資格の取得後に必要な実務経験年数） 

 

 259 電気通信主任技術者                           （５年）  

    

○「消防法」に基づく資格  

 有資格区

分コード 
資格区分 

 

 168 甲種消防設備士  

 169 乙種消防設備士  

    

○「職業能力開発促進法」に基づく資格  

 有資格区

分コード 
資格区分  （資格の取得後に必要な実務経験年数） 

 

 171 建築大工（１級）  

 271 建築大工（２級）                            （３年）  

 164 型枠施工（１級）  

 264 型枠施工（２級）                            （３年）  
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 172 左官（１級）  

 272 左官（２級）                              （３年）  

 157 とび・とび工（１級）  

 257 とび・とび工（２級）                          （３年）  

 173 コンクリート圧送施工（１級）  

 273 コンクリート圧送施工（２級）                      （３年）  

 166 ウェルポイント施工（１級）  

 266 ウェルポイント施工（２級）                       （３年）  

 174 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）  

 274 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（２級）             （３年）  

 175 給排水衛生設備配管（１級）  

 275 給排水衛生設備配管（２級）                       （３年）  

 176 配管・配管工（１級）  

 276 配管・配管工（２級）                          （３年）  

 170 建築板金「ダクト板金作業」（１級）  

 270 建築板金「ダクト板金作業」（２級）                   （３年）  

 177 タイル張り・タイル張り工（１級）  

 277 タイル張り・タイル張り工（２級）                    （３年）  

 178 築炉・築炉工（１級）・れんが積み  

 278 築炉・築炉工（２級）・れんが積み                      （３年）  

 179 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）  

 279 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）   （３年）  

 180 石工・石材施工・石積み（１級）  

 280 石工・石材施工・石積み（２級）                     （３年）  

 181 鉄工・製罐（１級）  

 281 鉄工・製罐（２級）                           （３年）  

 182 鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）  

 282 鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）                      （３年）  

 183 工場板金（１級）  

 283 工場板金（２級）                            （３年）  

 
184 

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」 

・板金工「建築板金作業」（１級） 

 

 
284 

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」 

・板金工「建築板金作業」（２級）                    （３年） 

 

 185 板金・板金工・打出し板金（１級）  

 285 板金・板金工・打出し板金（２級）                    （３年）  

 186 かわらぶき・スレート施工（１級）  

 286 かわらぶき・スレート施工（２級）                    （３年）  

 187 ガラス施工（１級）  

 287 ガラス施工（２級）                           （３年）  

 188 塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）  

 288 塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）                   （３年）  

 189 建築塗装・建築塗装工（１級）  

 289 建築塗装・建築塗装工（２級）                      （３年）  
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 190 金属塗装・金属塗装工（１級）  

 290 金属塗装・金属塗装工（２級）                      （３年）  

 191 噴霧塗装（１級）  

 291 噴霧塗装（２級）                            （３年）  

 167 路面標示施工  

 192 畳製作・畳工（１級）  

 292 畳製作・畳工（２級）                          （３年）  

 
193 

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具 

・表具工（１級） 

 

 
293 

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具 

・表具工（２級）                            （３年） 

 194 熱絶縁施工（１級） 

 294 熱絶縁施工（２級）                           （３年）  

 195 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）  

 295 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）    （３年）                              

 196 造園（１級）  

 296 造園（２級）                              （３年）  

 197 防水施工（１級）  

 297 防水施工（２級）                            （３年）  

 198 さく井（１級）  

 298 さく井（２級）                             （３年）  

    

○「水道法」に基づく資格  

 有資格区

分コード 
資格区分  （資格の取得後に必要な実務経験年数） 

 

 265 給水装置工事主任技術者                         （１年）  

    

○その他の資格  

 有資格区

分コード 
資格区分  （資格の取得後に必要な実務経験年数） 

 

 061 地すべり防止工事                            （１年）  

 040 基礎ぐい工事  

 062 建築設備士                             （１年）  

 063 計装                                  （１年）  

 060 解体工事施工技士  

 064 基幹技能者                              

 703 能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者  

 704 能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者  

 099 その他：大臣特認（法第７条イ又はロと同等）【上記資格者以外】                         
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業種コード表 

業種コード 建 設 業 の 種 類 業種コード 建 設 業 の 種 類 

01 土木工事業 15 板金工事業 

02 建築工事業 16 ガラス工事業 

03 大工工事業 17 塗装工事業 

04 左官工事業 18 防水工事業 

05 とび・土工工事業 19 内装仕上工事業 

06 石工事業 20 機械器具設置工事業 

07 屋根工事業 21 熱絶縁工事業 

08 電気工事業 22 電気通信工事業 

09 管工事業 23 造園工事業 

10 タイル・レンガ・ブロック工事業 24 さく井工事業 

11 鋼構造物工事業 25 建具工事業 

12 鉄筋工事業 26 水道施設工事業 

13 ほ装工事業 27 消防施設工事業 

14 しゆんせつ工事業 28 清掃施設工事業 

  29 解体工事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


